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新連載新連載

「
年
齢
に
よ
る
雇
用
差
別
禁
止
法
」
に
よ
り

「
年
齢
に
よ
る
雇
用
差
別
禁
止
法
」
に
よ
り

違
法
と
な
る
定
年
制

違
法
と
な
る
定
年
制

日
本
で
は
一
般
的
な
定
年
制
＝
一
定
の
年
齢
に
到
達

し
た
こ
と
を
理
由
に
雇
用
契
約
が
終
了
す
る
制
度
を
、

年
齢
に
よ
る
差
別
と
し
て
違
法
と
し
、
禁
止
す
る
国
・

地
域
が
あ
り
ま
す
。
そ
う
し
た
国
・
地
域
と
し
て
も
っ

と
も
著
名
な
の
が
、「
年
齢
に
よ
る
雇
用
差
別
禁
止
法
」

（Age D
iscrim

ination in Em
ploym

ent Act

、
以

下
、「
Ａ
Ｄ
Ｅ
Ａ
」）
を
制
定
・
施
行
し
て
い
る
ア
メ
リ

カ
合
衆
国
（
以
下
、「
ア
メ
リ
カ
」）
で
す
。

Ａ
Ｄ
Ｅ
Ａ
は
１
９
６
７
（
昭
和
42
）
年
に
、
公
民
権
運

動
な
ど
社
会
に
お
け
る
さ
ま
ざ
ま
な
差
別
を
解
消
し
て

い
こ
う
と
す
る
ト
レ
ン
ド
の
な
か
で
制
定
さ
れ
ま
し
た
。

そ
の
目
的
は
、
年
齢
が
能
力
に
影
響
す
る
と
い
う
根
拠

の
な
い
思
い
込
み
に
よ
っ
て
高
齢
労
働
者
が
雇
用
に
お
い

て
直
面
し
う
る
不
利
益
に
対
処
す
る
こ
と
で
す
。
Ａ
Ｄ
Ｅ

Ａ
は
、従
業
員
が
20
人
以
上
の
雇
用
主
（
国
や
州
を
含
む
）

を
対
象
と
し
、
40
歳
以
上
の
労
働
者
を
、
採
用
、
賃
金
、

解
雇
、
昇
進
、
労
働
条
件
な
ど
、
雇
用
の
あ
ら
ゆ
る
場

面
で
年
齢
を
理
由
に
差
別
す
る
こ
と
を
禁
止
し
て
い
ま

す
。
ま
た
同
法
は
、
職
業
紹
介
所
が
年
齢
を
理
由
と
す

る
職
業
紹
介
の
拒
否
そ
の
他
の
差
別
を
行
う
こ
と
や
、

労
働
組
合
が
年
齢
を
理
由
と
し
て
組
合
員
資
格
の
剥
奪

や
そ
の
他
の
差
別
を
行
う
こ
と
を
禁
じ
て
い
ま
す
。
１
９

６
７
年
の
制
定
当
初
は
、
65
歳
ま
で
の
労
働
者
に
対
す

る
差
別
が
禁
止
対
象
と
な
っ
て
い
ま
し
た
が
、
１
９
８
６

年
に
上
限
年
齢
に
つ
い
て
の
規
定
が
な
く
な
り
ま
し
た
。

Ａ
Ｄ
Ｅ
Ａ
で
禁
止
さ
れ
て
い
る
年
齢
を
理
由
と
し
た

雇
用
に
お
け
る
差
別
的
慣
行
に
は
、
求
人
広
告
で
「
新

卒
者
」
の
よ
う
な
年
齢
を
特
定
す
る
表
現
を
用
い
る
こ

と
や
、
解
雇
の
決
定
に
お
い
て
年
齢
を
要
因
と
し
て
用

い
る
こ
と
な
ど
が
該
当
し
ま
す
。
ま
た
、
高
齢
者
に
対

す
る
敵
対
的
な
職
場
環
境
の
形
成
に
つ
な
が
る
よ
う

な
、
頻
繁
も
し
く
は
深
刻
な
年
齢
を
理
由
と
し
た
ハ
ラ

ス
メ
ン
ト
の
ほ
か
、
例
え
ば
職
務
に
直
接
関
連
し
な
い

体
力
テ
ス
ト
が
高
齢
の
応
募
者
を
排
除
す
る
可
能
性
が

あ
る
と
い
っ
た
場
合
な
ど
、
一
見
年
齢
中
立
的
で
は
あ

る
も
の
の
実
際
は
「
差
別
的
影
響
」
を
持
つ
雇
用
方
針
・

慣
行
も
禁
じ
ら
れ
て
い
ま
す
。

Ａ
Ｄ
Ｅ
Ａ
の
執
行
は
、
お
も
に
雇
用
機
会
均
等
委
員

会
（
Ｅ
Ｅ
Ｏ
Ｃ
）
が
に
な
っ
て
い
ま
す
。
年
齢
差
別
の

被
害
を
受
け
た
と
主
張
す
る
労
働
者
は
、
裁
判
所
に
訴

訟
を
提
起
す
る
前
に
、
問
題
と
な
る
違
法
行
為
が
生
じ

た
日
か
ら
１
８
０
日
以
内
に
Ｅ
Ｅ
Ｏ
Ｃ
に
行
政
救
済
申

立
を
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
Ｅ
Ｅ
Ｏ
Ｃ
は
申
立
を

受
理
し
た
後
、
調
査
、
調
停
を
進
め
、
調
停
で
解
決
し

な
か
っ
た
場
合
に
、
申
立
を
し
た
労
働
者
に
対
し
て
訴

訟
提
起
権
通
知
書
を
発
行
し
ま
す
。

な
お
、
ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
も
定
年
制
が
許
容
さ
れ

る
ケ
ー
ス
が
あ
り
ま
す
。
一
定
金
額
以
上
の
退
職
金
を

受
給
で
き
る
上
級
管
理
職
等
に
対
し
、
65
歳
以
上
で
の

計
に
よ
る
と
、
２
０
２
４
年
の
65
歳
以
上
雇
用
者
は
約
１

１
２
８
万
人
（
前
年
比
40
万
人
増
）
で
、
16
歳
以
上
の
全

雇
用
者
（
約
1
億
６
１
３
５
万
人
）
の
約
7
％
を
占
め
て

い
ま
す
（
図
表
）。
労
働
統
計
局
は
今
後
も
65
歳
以
上
の

雇
用
者
数
は
増
加
す
る
と
見
て
お
り
、
２
０
３
２
年
に
は

全
雇
用
者
の
８
・
６
％
に
達
す
る
と
推
測
し
て
い
ま
す
。

65
歳
以
上
の
シ
ニ
ア
雇
用
者
が
増
加
し
た
理
由
の
一

つ
は
、
ア
メ
リ
カ
全
体
の
高
齢
化
で
す
。
日
本
ほ
ど
急

速
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
ア
メ
リ
カ
で
も
人
口
の
高
齢

化
が
進
ん
で
い
ま
す
。
特
に
第
2
次
大
戦
後
の
１
９
４

６
～
１
９
６
４
年
に
生
ま
れ
た「
ベ
ビ
ー
ブ
ー
ム
世
代
」

が
65
歳
以
上
と
な
る
２
０
１
１
（
平
成
23
）
年
以
降
、

高
齢
化
が
加
速
し
て
お
り
、
２
０
１
０
年
に
13
％
で

あ
っ
た
65
歳
以
上
人
口
の
比
率
は
、
２
０
３
０
年
に
は

20
％
に
到
達
す
る
と
予
測
さ
れ
て
い
ま
す
。

人
口
面
以
外
の
シ
ニ
ア
雇
用
者
増
加
の
要
因
と
し
て

は
、
①
現
在
の
高
齢
者
は
か
つ
て
の
高
齢
者
に
比
べ
て
教

育
水
準
が
高
い
こ
と
、
②
現
在
の
高
齢
者
は
か
つ
て
の

高
齢
者
に
比
べ
て
健
康
状
態
が
よ
く
、
障
害
を
負
う
可

能
性
も
低
い
こ
と
、
③
主
要
な
退
職
金
制
度
が
、
確
定

給
付
型
か
ら
４
０
１
Ｋ
な
ど
の
確
定
拠
出
型
に
移
行
し
、

雇
用
者
の
早
期
退
職
が
う
な
が
さ
れ
な
く
な
っ
た
こ
と
、

④
１
９
８
３
年
の
社
会
保
障
制
度
改
正
に
よ
り
、
満
額

受
給
開
始
年
齢
が
65
歳
か
ら
67
歳
に
引
き
上
げ
ら
れ
た

こ
と
、
⑤
肉
体
的
に
過
酷
で
は
な
い
、
よ
り
大
き
な
自

律
性
と
柔
軟
な
勤
務
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
を
許
容
す
る
仕
事
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計
に
よ
る
と
、
２
０
２
４
年
の
65
歳
以
上
雇
用
者
は
約
１

１
２
８
万
人
（
前
年
比
40
万
人
増
）
で
、
16
歳
以
上
の
全

雇
用
者
（
約
1
億
６
１
３
５
万
人
）
の
約
7
％
を
占
め
て

い
ま
す
（
図
表
）。
労
働
統
計
局
は
今
後
も
65
歳
以
上
の

雇
用
者
数
は
増
加
す
る
と
見
て
お
り
、
２
０
３
２
年
に
は

全
雇
用
者
の
８
・
６
％
に
達
す
る
と
推
測
し
て
い
ま
す
。

65
歳
以
上
の
シ
ニ
ア
雇
用
者
が
増
加
し
た
理
由
の
一

つ
は
、
ア
メ
リ
カ
全
体
の
高
齢
化
で
す
。
日
本
ほ
ど
急

速
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
ア
メ
リ
カ
で
も
人
口
の
高
齢

化
が
進
ん
で
い
ま
す
。
特
に
第
2
次
大
戦
後
の
１
９
４

６
～
１
９
６
４
年
に
生
ま
れ
た「
ベ
ビ
ー
ブ
ー
ム
世
代
」

が
65
歳
以
上
と
な
る
２
０
１
１
（
平
成
23
）
年
以
降
、

高
齢
化
が
加
速
し
て
お
り
、
２
０
１
０
年
に
13
％
で

あ
っ
た
65
歳
以
上
人
口
の
比
率
は
、
２
０
３
０
年
に
は

20
％
に
到
達
す
る
と
予
測
さ
れ
て
い
ま
す
。

人
口
面
以
外
の
シ
ニ
ア
雇
用
者
増
加
の
要
因
と
し
て

は
、
①
現
在
の
高
齢
者
は
か
つ
て
の
高
齢
者
に
比
べ
て
教

育
水
準
が
高
い
こ
と
、
②
現
在
の
高
齢
者
は
か
つ
て
の

高
齢
者
に
比
べ
て
健
康
状
態
が
よ
く
、
障
害
を
負
う
可

能
性
も
低
い
こ
と
、
③
主
要
な
退
職
金
制
度
が
、
確
定

給
付
型
か
ら
４
０
１
Ｋ
な
ど
の
確
定
拠
出
型
に
移
行
し
、

雇
用
者
の
早
期
退
職
が
う
な
が
さ
れ
な
く
な
っ
た
こ
と
、

④
１
９
８
３
年
の
社
会
保
障
制
度
改
正
に
よ
り
、
満
額

受
給
開
始
年
齢
が
65
歳
か
ら
67
歳
に
引
き
上
げ
ら
れ
た

こ
と
、
⑤
肉
体
的
に
過
酷
で
は
な
い
、
よ
り
大
き
な
自

律
性
と
柔
軟
な
勤
務
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
を
許
容
す
る
仕
事

が
増
え
た
こ
と
、
な
ど
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
ま
す
★１
。

シ
ニ
ア
雇
用
者
が
増
加
す
る
な
か
で
、
さ
ま
ざ
ま
な
課

題
も
浮
か
び
上
が
っ
て
い
ま
す
。
ア
メ
リ
カ
上
院
の
労
働

力
の
高
齢
化
に
関
す
る
特
別
委
員
会
は
、
２
０
１
７
年

に
発
表
し
た
報
告
書
の
な
か
で
、
シ
ニ
ア
雇
用
者
が
活
き

活
き
と
働
く
こ
と
を
む
ず
か
し
く
す
る
諸
課
題
と
し
て
、

以
下
の
点
を
指
摘
し
て
い
ま
す
★２
。
第
一
は
Ａ
Ｄ
Ｅ
Ａ
が

施
行
さ
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
根
強
く
残
る
年
齢

差
別
で
す
。
第
二
は
、
高
齢
者
は
新
し
い
技
術
に
不
慣

れ
で
あ
る
と
い
う
偏
見
な
ど
に
よ
り
、
企
業
側
が
シ
ニ
ア

雇
用
者
へ
の
投
資
に
消
極
的
で
あ
っ
た
り
、
シ
ニ
ア
雇
用

者
自
身
が
新
し
い
ス
キ
ル
を
学
ぶ
機
会
を
得
ら
れ
な
か
っ

た
り
す
る
と
い
う
、
不
十
分
な
教
育
訓
練
機
会
の
問
題

で
す
。
第
三
は
、
よ
り
高
齢
に
な
る
に
し
た
が
っ
て
上
昇

す
る
シ
ニ
ア
雇
用
者
が
抱
え
る
健
康
リ
ス
ク
へ
の
対
応
、

第
四
は
高
齢
の
親
族
の
介
護
を
し
な
が
ら
働
く
シ
ニ
ア
雇

用
者
の
「
仕
事
と
介
護
の
両
立
問
題
」
へ
の
対
応
で
す
。

第
五
に
、
引
退
に
向
け
た
経
済
的
な
備
え
が
十
分
に
で

き
な
い
た
め
に
、
希
望
す
る
よ
り
も
高
齢
に
至
る
ま
で

労
働
条
件
を
下
げ
て
で
も
働
か
ざ
る
を
得
な
い
シ
ニ
ア

雇
用
者
の
存
在
が
課
題
と
し
て
指
摘
さ
れ
て
い
ま
す
。

定
年
を
適
用
す
る
ケ
ー
ス
や
、
州
の
警
察
官
や
消
防
士

に
対
し
て
、
州
法
ま
た
は
地
域
法
で
55
歳
以
上
の
定
年

年
齢
を
規
定
す
る
ケ
ー
ス
な
ど
で
す
。

シ
ニ
ア
労
働
者
の
増
加
と
課
題

シ
ニ
ア
労
働
者
の
増
加
と
課
題

Ａ
Ｄ
Ｅ
Ａ
が
制
定
・
施
行
さ
れ
た
ア
メ
リ
カ
で
す
が
、

65
歳
以
上
人
口
に
占
め
る
雇
用
者
の
割
合
は
１
９
７
０

～
１
９
８
０
年
代
を
通
じ
て
低
下
し
続
け
ま
し
た
。
し
か

し
１
９
８
７
年
に
約
11
％
と
な
っ
て
以
降
は
上
昇
に
転

じ
、
２
０
２
３
（
令
和
５
）
年
に
は
65
歳
以
上
人
口
の

19
％
が
雇
用
者
と
し
て
働
い
て
い
ま
す
（Pew

 Resear

ch C
enter, 2023

）。
ま
た
ア
メ
リ
カ
労
働
統
計
局
の
集
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図表　�65歳以上のシニア雇用者の人数と全雇用者に�
占める割合（2020～2024年）

出典：�アメリカ労働統計局集計
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2026.1

年
金
受
給
開
始
年
齢
と
リ
ン
ク
す
る
「
定
年
」

年
金
受
給
開
始
年
齢
と
リ
ン
ク
す
る
「
定
年
」

―
―
ド
イ
ツ

―
―
ド
イ
ツ

ド
イ
ツ
連
邦
共
和
国
（
以
下
、「
ド
イ
ツ
」）
に
は
、

日
本
の
よ
う
に
法
律
で
定
め
ら
れ
た「
法
定
定
年
年
齢
」

は
存
在
し
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
多
く
の
雇
用
契
約
や
労

働
協
約
に
お
い
て
、「
標
準
年
金
受
給
開
始
年
齢
（Reg‑

elaltersgrenze

）」
へ
の
到
達
を
も
っ
て
雇
用
関
係
が

自
動
的
に
終
了
す
る
旨
が
規
定
さ
れ
て
お
り
、
実
質
的

な
「
定
年
」
と
し
て
機
能
し
て
い
ま
す
。
ド
イ
ツ
の
よ

う
に
年
金
の
受
給
開
始
年
齢
と
定
年
と
を
紐
づ
け
る
体

制
は
、ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
ほ
か
の
国
々
で
も
見
ら
れ
ま
す
。

ド
イ
ツ
の
標
準
年
金
受
給
開
始
年
齢
は
、
２
０
０
７

（
平
成
19
）
年
に
制
定
さ
れ
た
「
年
金
保
険
の
財
政
基
盤

強
化
の
た
め
の
適
応
法
」
に
よ
り
、
65
歳
か
ら
67
歳
へ

引
き
上
げ
ら
れ
る
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。
こ
の
受
給
開

始
年
齢
の
引
上
げ
は
２
０
１
２
年
に
開
始
さ
れ
、
２
０

３
１
年
の
完
了
を
目
ざ
し
て
現
在
も
進
行
中
で
す
。
引

上
げ
は
急
激
な
も
の
で
は
な
く
、
受
給
対
象
者
の
生
年

に
基
づ
い
て
厳
密
に
計
算
さ
れ
た
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
（
図

表
）
に
沿
っ
て
行
わ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
政
策
の
背
景

に
は
、
長
寿
化
に
よ
る
年
金
受
給
期
間
の
延
伸
か
ら
発

生
す
る
恐
れ
の
あ
る
財
政
負
担
を
、
就
労
期
間
の
延
長

に
よ
っ
て
相そ

う

殺さ
い

し
よ
う
と
す
る
ね
ら
い
が
あ
り
ま
す
。

標
準
年
金
受
給
開
始
年
齢
よ
り
も
早
く
受
給
を
開
始
す

る
場
合
は
、
月
あ
た
り
０
・
３
％
の
恒
久
的
な
年
金
減

額
が
適
用
さ
れ
ま
す
。

年
金
に
関
連
す
る
政
策
と
し
て
は
、
２
０
１
７
年
に

高
齢
者
の
就
労
継
続
を
促
進
す
る
た
め
に
「
フ
レ
キ
シ

年
金
法
」
が
施
行
さ
れ
ま
し
た
。
こ
の
法
律
は
年
金
受

給
開
始
後
の
高
齢
者
の
就
業
継
続
促
進
を
目
的
と
し
て

い
ま
す
。
従
来
は
年
金
以
外
の
追
加
収
入
が
一
定
以
上

あ
る
場
合
に
年
金
受
給
額
の
減
額
が
行
わ
れ
て
い
た
の

で
す
が
、
こ
の
法
律
に
よ
り
減
額
が
実
施
さ
れ
る
収
入

の
上
限
額
が
引
き
上
げ
ら
れ
、
２
０
２
３
（
令
和
５
）

年
に
は
上
限
が
撤
廃
さ
れ
ま
し
た
。

一
方
で
、
２
０
１
４
年
に
は
当
時
の
連
立
政
権
（
キ

リ
ス
ト
教
民
主
・
社
会
同
盟
と
社
会
民
主
党
）
に
よ
っ

て
、
長
期
間
労
働
市
場
に
貢
献
し
た
人
々
へ
の
「
配
慮
」

と
し
て
、
通
称
「
63
歳
か
ら
の
年
金
（R

ente m
it 

63

）」
が
導
入
さ
れ
ま
し
た
。
こ
の
年
金
制
度
を
利
用

す
る
た
め
に
は
45
年
間
の
公
的
年
金
保
険
料
納
付
期
間

を
満
た
す
必
要
が
あ
り
、
要
件
を
満
た
せ
ば
標
準
年
金

受
給
開
始
年
齢
に
到
達
す
る
前
に
、
減
額
な
し
で
年
金

を
受
給
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
実
際
に
63
歳
で
受
給

で
き
る
の
は
１
９
５
２
（
昭
和
27
）
年
以
前
に
生
ま
れ

た
人
に
か
ぎ
ら
れ
て
お
り
、
標
準
年
金
受
給
開
始
年
齢

の
引
上
げ
に
連
動
し
て
、
こ
の
早
期
受
給
年
齢
も
段
階

的
に
65
歳
へ
と
引
き
上
げ
ら
れ
て
い
ま
す
。

ド
イ
ツ
に
お
け
る
60
～
64
歳
の
就
業
率
は
２
０
１
３

年
の
50
％
か
ら
２
０
２
３
年
に
は
65
％
に
ま
で
伸
び

（D
estatis 2024

）、
年
金
受
給
開
始
年
齢
の
引
上
げ
が
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ン
ス
共
和
国
（
以
下
、「
フ
ラ
ン
ス
」）
に
も
、
日
本
の

よ
う
な
法
定
定
年
年
齢
は
存
在
し
ま
せ
ん
。
加
齢
に
と

も
な
う
仕
事
か
ら
の
引
退
に
お
い
て
フ
ラ
ン
ス
で
基
準

と
な
る
年
齢
は
、①「
法
定
年
金
支
給
開
始
年
齢(L'âge 

légal)

」
で
あ
る
64
歳
、
②
「
満
額
受
給
年
齢 (L'âge 

du taux plein)

」
で
あ
る
67
歳
、
③
「
雇
用
主
に
よ
る

退
職
勧
告
可
能
年
齢 (M

ise à la retraite d'office)

」

で
あ
る
70
歳
で
す
。
①
は
本
人
が
希
望
す
れ
ば
年
金
を

受
給
し
て
引
退
で
き
る
「
最
低
」
の
年
齢
で
す
。
②
は

保
険
料
納
付
期
間
が
不
足
し
て
い
て
も
、
満
額
で
年
金

を
受
給
で
き
る
年
齢
と
な
り
ま
す
。
③
は
雇
用
主
が
雇

用
者
本
人
の
同
意
な
く
一
方
的
に
退
職
さ
せ
る
こ
と
が

で
き
る
年
齢
で
す
。
多
く
の
労
働
者
が
年
金
受
給
資
格

を
得
た
段
階
（
64
〜
67
歳
）
で
自
発
的
に
引
退
を
選
択

す
る
た
め
、
70
歳
ま
で
働
く
ケ
ー
ス
は
稀
で
す
。

２
０
２
３
年
、
マ
ク
ロ
ン
政
権
に
よ
る
大
規
模
な
年

金
制
度
改
革
が
実
施
さ
れ
ま
し
た
。
こ
の
改
革
は
、
年

金
財
政
の
均
衡
と
と
も
に
、
フ
ラ
ン
ス
に
長
年
根
づ
い

て
き
た
「
早
期
引
退
文
化
」
の
見
直
し
を
目
的
と
し
て

い
ま
す
。
具
体
的
に
は
、法
定
年
金
受
給
開
始
年
齢
が
、

従
来
の
62
歳
か
ら
、
２
０
２
３
年
９
月
以
降
、
受
給
対

象
者
の
生
年
月
日
に
応
じ
て
段
階
的
に
引
き
上
げ
ら
れ

（
２
０
３
０
年
ま
で
に
64
歳
へ
引
上
げ
）、
年
金
を
満
額

で
受
給
す
る
た
め
に
必
要
な
保
険
料
拠
出
期
間
の
延
長

が
２
０
２
７
年
ま
で
に
実
施
さ
れ
る
こ
と
と
な
り
ま
し

た
（
２
０
３
５
年
か
ら
前
倒
し
）。

ま
た
高
齢
者
雇
用
を
促
進
す
る
た
め
の
政
策
と
し

て
、
①
従
業
員
数
３
０
０
人
超
（
当
初
は
１
０
０
０
人

超
）
の
企
業
に
対
し
、
自
社
に
お
け
る
高
齢
従
業
員
の

雇
用
状
況
や
取
組
み
（
雇
用
維
持
、
研
修
な
ど
）
に
関

す
る
「
シ
ニ
ア
雇
用
指
数
（Index seniors

）」
の
公

表
義
務
づ
け
、
②
60
歳
以
上
の
長
期
失
業
者
を
無
期
雇

用
（
Ｃ
Ｄ
Ｉ
）
で
雇
用
す
る
企
業
に
対
し
、
助
成
金
を

支
給
す
る
「
Ｃ
Ｄ
Ｉ
シ
ニ
ア
（C

ontrat à durée ind

éterm
inée "senior"

）」
制
度
の
導
入
が
実
施
さ
れ

て
い
ま
す
。

フ
ラ
ン
ス
の
60
～
64
歳
層
の
就
業
率
は
２
０
０
１
年

の
10
・
８
％
か
ら
２
０
２
３
年
に
は
38
・
９
％
に
ま
で
、

４
倍
近
く
に
上
昇
し
て
い
ま
す
。
こ
の
推
移
に
は
２
０
２

３
年
の
年
金
制
度
改
革
に
先
行
す
る
、
法
定
年
金
受
給

開
始
年
齢
の
引
上
げ
や
満
額
年
金
の
受
給
要
件
と
な
る

被
保
険
者
拠
出
期
間
の
延
長
が
反
映
さ
れ
て
い
る
と
推

測
さ
れ
ま
す
。
た
だ
、
フ
ラ
ン
ス
の
60
～
64
歳
層
就
業

率
は
Ｅ
Ｕ
平
均
よ
り
約
12
ポ
イ
ン
ト
低
く
、
マ
ク
ロ
ン
大

統
領
が
目
標
と
す
る
「
２
０
３
０
年
ま
で
に
65
％
」
と

は
ま
だ
か
な
り
の
開
き
が
あ
り
ま
す
（JILPT 2024

）。

【
参
考
文
献
】

D
estatis (Statistisches Bundesam

t) 2024 Erw
erbstätigkeit 

älterer M
enschen

JILPT

（
労
働
政
策
研
究
・
研
修
機
構
）
２
０
２
４
「
高
年
齢
者
の
労
働
力

率
が
50
年
ぶ
り
の
高
水
準
に
」

奏
功
し
た
と
見
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
た
だ
２
０
２
４
年

に
は
「
63
歳
か
ら
の
年
金
」の
新
規
申
請
が
約
30
万
件
に

達
し
、
前
年
か
ら
大
幅
に
増
加
す
る
な
ど
、
早
期
引
退

の
傾
向
も
未
だ
根
強
く
、
１
９
５
０
年
代
半
ば
か
ら
１
９

６
０
年
代
半
ば
に
生
ま
れ
た
「
ベ
ビ
ー
ブ
ー
マ
ー
世
代
」

が
労
働
市
場
か
ら
退
出
し
て
い
く
な
か
で
、
い
か
に
労
働

力
確
保
を
実
現
し
て
い
く
か
と
い
う
課
題
に
直
面
し
て
い

ま
す
。
ま
た
、
60
代
後
半
の
定
年
年
齢
を
超
え
て
働
く
層

の
多
く
は
フ
ル
タ
イ
ム
で
は
な
く
、
非
正
規
雇
用
や
「
ミ

ニ
ジ
ョ
ブ
」
と
呼
ば
れ
る
短
時
間
労
働
に
従
事
し
て
い
る

ケ
ー
ス
が
多
く
、貧
困
リ
ス
ク
が
高
い
状
況
に
あ
り
ま
す
。

仕
事
か
ら
の
引
退
に
か
か
わ
る
さ
ま
ざ
ま
な
年
齢

仕
事
か
ら
の
引
退
に
か
か
わ
る
さ
ま
ざ
ま
な
年
齢

基
準
と
高
齢
者
就
業
の
促
進
―
―
フ
ラ
ン
ス

基
準
と
高
齢
者
就
業
の
促
進
―
―
フ
ラ
ン
ス

ド
イ
ツ
と
並
ぶ
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
主
要
国
で
あ
る
フ
ラ

図表  �標準年金受給開始年齢の段階的引上げ 
：ドイツ

出典：�ドイツ年金保険（Deutsche Rentenversicherung）
ホームページ

受給対象者の生年 支給開始年齢（年齢＋月数）

1958年 66歳0カ月

1959年 66歳2カ月

1960年 66歳4カ月

1961年 66歳6カ月

1962年 66歳8カ月

1963年 66歳10カ月

1964年～ 67歳0カ月
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イギリス

諸 外 国 の

第3回

2026.2

定
年
制
を
年
齢
差
別
と
し
て
禁
止
す
る
も

定
年
制
を
年
齢
差
別
と
し
て
禁
止
す
る
も

残
る
例
外
的
取
扱
い

残
る
例
外
的
取
扱
い

イ
ギ
リ
ス
は
同
じ
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
ド
イ
ツ
や
フ
ラ
ン

ス
と
は
異
な
り
、
現
在
は
、
定
年
制
が
年
齢
差
別
と
し

て
禁
止
さ
れ
て
い
ま
す
。

た
だ
し
、
イ
ギ
リ
ス
で
は
ア
メ
リ
カ
と
異
な
り
、
２

０
０
０
年
代
に
入
る
ま
で
、
定
年
制
は
国
家
に
よ
る
介

入
が
最
小
限
に
抑
え
ら
れ
た
「
自
由
放
任
」
の
対
象
と

さ
れ
て
き
ま
し
た
。
雇
用
主
は
、
契
約
自
由
の
原
則
に

基
づ
き
、
従
業
員
と
の
合
意
に
よ
り
定
年
年
齢
を
自
由

に
設
定
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
多
く
の
企
業
は
、

ド
イ
ツ
や
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
定
年
制
の
設
定
と
同
様

に
、
公
的
年
金
の
受
給
開
始
年
齢
（
男
性
65
歳
、
女
性

60
歳
）
に
合
わ
せ
て
定
年
を
設
定
し
て
お
り
、
こ
の
年

齢
に
達
し
た
こ
と
を
理
由
と
す
る
解
雇
は
、
正
当
な
も

の
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
ま
し
た
。
年
齢
差
別
に
対
す
る

法
的
保
護
は
き
わ
め
て
限
定
的
で
、
高
齢
を
理
由
と
す

る
採
用
拒
否
や
昇
進
差
別
も
違
法
と
は
さ
れ
て
い
ま
せ

ん
で
し
た
。

し
か
し
な
が
ら
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
以
上
の
状
況

は
、
２
０
０
０
（
平
成
12
）
年
に
Ｅ
Ｕ
で
採
択
さ
れ
た

「
雇
用
お
よ
び
職
業
に
お
け
る
均
等
待
遇
の
枠
組
み
に

関
す
る
指
令
」
に
よ
っ
て
大
き
く
変
わ
り
ま
し
た
。
こ

の
指
令
は
加
盟
国
に
対
し
、
年
齢
、
障
害
、
宗
教
、
性

的
指
向
に
基
づ
く
差
別
を
禁
止
す
る
国
内
法
の
整
備
を

義
務
づ
け
て
い
た
た
め
、
Ｅ
Ｕ
に
加
盟
し
て
い
た
イ
ギ

リ
ス
政
府
（
労
働
党
政
権
）
も
、
２
０
０
６
年
雇
用
平

等
（
年
齢
）
規
則
（The Em

ploym
ent Equality 

(A
ge) R

egulations 2006

）
を
施
行
し
、
年
齢
差

別
を
原
則
と
し
て
禁
止
し
ま
し
た
。

２
０
０
６
年
の
年
齢
差
別
の
禁
止
の
際
に
は
産
業
界

か
ら
の
強
い
要
請
が
あ
り
、
雇
用
平
等
（
年
齢
）
規
則

の
施
行
と
と
も
に
、「
デ
フ
ォ
ル
ト
定
年
年
齢（D

efault 

Retirem
ent A

ge: 

Ｄ
Ｒ
Ａ
）」
と
い
う
仕
組
み
が
導

入
さ
れ
ま
し
た
。
こ
の
Ｄ
Ｒ
Ａ
に
よ
り
、
雇
用
主
は
65

歳
以
上
の
従
業
員
に
対
し
て
は
個
別
の
能
力
評
価
や
正

当
な
解
雇
事
由
を
示
す
こ
と
な
く
、
定
年
に
よ
る
退
職

を
強
制
す
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
ま
し
た
が
、
従
業
員
を

退
職
さ
せ
る
場
合
に
は
、
退
職
予
定
日
の
６
カ
月
か
ら

１
年
前
の
間
に
書
面
で
通
知
し
、
従
業
員
に
対
し
て
勤

務
継
続
を
申
請
す
る
権
利
を
与
え
る
義
務
が
課
さ
れ
ま

し
た
。

そ
の
後
、
２
０
１
０
年
に
発
足
し
た
保
守
党
・
自
由

民
主
党
連
立
政
権
は
、
Ｄ
Ｒ
Ａ
の
廃
止
に
向
け
た
政
策

転
換
を
決
断
し
ま
す
。
２
０
１
１
年
４
月
６
日
よ
り
新

た
な
定
年
通
知
の
発
出
が
禁
止
さ
れ
、
同
年
10
月
１
日

に
２
０
１
１
年
雇
用
平
等
（
退
職
年
齢
規
定
廃
止
）
規

則
（The Em

ploym
ent Equality (Repeal of Re-

tirem
ent Age Provisions) Regulations 2011

）

が
施
行
さ
れ
、
Ｄ
Ｒ
Ａ
は
廃
止
さ
れ
ま
し
た
。

も
っ
と
も
、
Ｄ
Ｒ
Ａ
の
廃
止
に
よ
り
、
イ
ギ
リ
ス
国
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き
た
の
が
強
制
的
な
定
年
の
廃
止
と
、
公
的
年
金
制
度

で
あ
る
「
国
家
年
金
」
の
受
給
開
始
年
齢
（S

tate 

Pension A
ge: 

Ｓ
Ｐ
Ａ
）
の
引
上
げ
で
す
。
20
世
紀

半
ば
以
降
、
イ
ギ
リ
ス
の
Ｓ
Ｐ
Ａ
は
男
性
65
歳
、
女
性

60
歳
で
固
定
さ
れ
て
い
ま
し
た
が
、
１
９
９
０
年
代
以

降
、
Ｅ
Ｕ
法
に
基
づ
く
男
女
平
等
の
要
請
も
あ
っ
て
、

一
連
の
年
金
法
（Pensions A

cts

）
を
通
じ
て
段
階

的
な
引
上
げ
が
行
わ
れ
て
い
ま
す
。
２
０
２
５
（
令
和

７
）
年
末
時
点
で
の
受
給
開
始
年
齢
は
男
女
と
も
66
歳

で
す
が
、
２
０
２
６
年
４
月
か
ら
段
階
的
に
引
上
げ
が

始
ま
り
、
２
０
２
８
年
４
月
ま
で
に
す
べ
て
の
人
の
受

給
開
始
年
齢
が
67
歳
に
な
り
ま
す
。

イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
高
齢
者
の
就
労
促
進
策
は
、
長

く
働
く
こ
と
を
一
律
に
奨
励
・
促
進
す
る
段
階
か
ら
、

個
々
の
就
業
者
の
事
情
に
応
じ
て
、「
質
の
高
い
仕
事

（G
ood W

ork

）」
へ
の
就
業
を
い
か
に
保
障
す
る
か

と
い
う
段
階
に
移
っ
て
い
ま
す
。
イ
ギ
リ
ス
政
府
は
２

０
２
２
年
か
ら
「50

Plus: C
hoices

」
と
い
う
政
策

パ
ッ
ケ
ー
ジ
を
本
格
的
に
展
開
し
、
個
人
の
健
康
、
ス

キ
ル
、
財
務
状
況
に
応
じ
た
多
様
な
選
択
肢
の
提
供
を

図
っ
て
い
ま
す
。
多
様
な
選
択
肢
の
提
供
に
向
け
、
政

府
が
主
導
し
て
い
る
の
が
、「M

id-life M
O

T

」
と
い

う
40
代
か
ら
50
代
の
労
働
者
が
、W

ork

・H
ealth

・

M
oney

の
３
分
野
に
つ
い
て
現
状
と
今
後
の
見
通
し

を
診
断
す
る
た
め
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
で
す
。
こ
の
プ
ロ
グ

ラ
ム
は
、
労
働
者
の
将
来
に
向
け
て
の
計
画
策
定
を
支

内
に
お
い
て
定
年
制
が
消
滅
し
た
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ

ん
。
２
０
１
０
年
平
等
法
は
、「
正
当
化
さ
れ
る
定
年

年
齢
（Em

ployer Justified R
etirem

ent A
ge:  

Ｅ
Ｊ
Ｒ
Ａ
）」
を
、
雇
用
主
が
維
持
す
る
こ
と
を
例
外

的
に
認
め
て
い
ま
す
。
Ｅ
Ｊ
Ｒ
Ａ
が
認
め
ら
れ
る
た
め

に
は
、当
該
Ｅ
Ｊ
Ｒ
Ａ
が
「
正
当
な
目
的
（Legitim

ate 

Aim

）
を
達
成
す
る
た
め
の
、均
衡
を
得
た
手
段
（Pro-

portionate M
eans

）
で
あ
る
」
こ
と
を
雇
用
主
が

証
明
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
こ
こ
で
い
う
「
正
当

な
目
的
」
に
は
、
単
な
る
コ
ス
ト
削
減
や
企
業
の
競
争

力
強
化
と
い
っ
た
個
別
の
経
営
上
の
都
合
は
該
当
せ

ず
、
社
会
政
策
的
な
公
共
利
益
に
合
致
す
る
目
的
、
例

え
ば
、
労
働
市
場
へ
の
新
規
参
入
者
の
た
め
に
ポ
ス
ト

を
空
け
る
こ
と
、
若
手
従
業
員
の
昇
進
機
会
を
確
保
す

る
こ
と
な
ど
に
か
ぎ
ら
れ
ま
す
。一
方
、航
空
パ
イ
ロ
ッ

ト
や
消
防
士
、
警
察
官
な
ど
、
加
齢
に
よ
る
身
体
能
力

の
低
下
が
公
共
の
安
全
に
直
接
的
な
リ
ス
ク
を
も
た
ら

す
職
種
に
つ
い
て
は
、
Ｅ
Ｊ
Ｒ
Ａ
の
設
定
が
比
較
的
広

く
認
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

高
齢
者
の
就
業
促
進
政
策
に
お
け
る
移
行
と

高
齢
者
の
就
業
促
進
政
策
に
お
け
る
移
行
と

就
業
の
現
状
・
課
題

就
業
の
現
状
・
課
題

イ
ギ
リ
ス
政
府
は
、
日
本
や
ほ
か
の
国
々
と
同
様
、

高
齢
化
に
と
も
な
う
労
働
力
不
足
と
社
会
保
障
費
の
増

大
に
対
応
す
る
た
め
、
高
齢
者
の
就
労
促
進
を
政
策
目

標
に
掲
げ
て
い
ま
す
。
そ
の
実
現
に
向
け
て
行
わ
れ
て

援
す
る
も
の
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

以
上
の
よ
う
な
政
策
の
効
果
も
あ
り
、
イ
ギ
リ
ス
に

お
け
る
50
～
64
歳
の
雇
用
率
は
、
２
０
０
０
年
（
１
～

３
月
期
）
の
60
・
４
％
か
ら
、
２
０
２
５
年
（
１
～
３

月
期
）
に
は
71
・
４
％
に
ま
で
上
昇
し
て
い
ま
す
。
ま

た
65
歳
以
上
の
雇
用
者
も
同
期
間
に
46
・
７
万
人
か
ら

１
５
９
・
２
万
人
へ
と
３
倍
以
上
に
増
加
し
て
お
り
、

65
歳
を
超
え
て
働
く
こ
と
が
例
外
で
は
な
く
な
り
つ
つ

あ
り
ま
す
※
。
た
だ
一
方
で
、
定
年
制
が
な
く
な
っ
た

た
め
に
、
高
齢
従
業
員
の
退
職
に
あ
た
っ
て
能
力
や
パ

フ
ォ
ー
マ
ン
ス
に
基
づ
く
管
理
を
よ
り
慎
重
に
行
わ
な

け
れ
ば
な
ら
な
く
な
っ
た
雇
用
主
の
負
担
増
加
や
、
デ

ジ
タ
ル
ス
キ
ル
欠
如
の
顕
在
化
、
個
人
の
健
康
状
態
や

居
住
地
域
に
よ
る
就
労
格
差
な
ど
、
高
齢
者
就
業
に
か

か
わ
る
新
た
な
問
題
も
浮
上
し
て
い
ま
す
。

【
参
考
】

※
　�

雇
用
率
、
雇
用
者
数
と
も
に
イ
ギ
リ
ス
国
家
統
計
局
（O

ffice for 
N
ational Statistics

）
所
収
の
デ
ー
タ
セ
ッ
ト"Em

ploym
ent, 

unem
ploym

ent and econom
ic inactivity by age group 

(seasonally adjusted)"

よ
り
。
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福
祉
国
家
で
あ
る
北
欧
諸
国
で
も

福
祉
国
家
で
あ
る
北
欧
諸
国
で
も

高
齢
化
が
課
題
に

高
齢
化
が
課
題
に

北
欧
諸
国
は
、
包
括
的
な
福
祉
国
家
体
制
、
高
い
税

負
担
と
再
分
配
機
能
、
柔
軟
性
と
安
全
性
の
両
立
、
平

等
主
義
と
い
っ
た
、
経
済
・
社
会
体
制
上
の
特
徴
（
い

わ
ゆ
る
「
北
欧
モ
デ
ル
［N

ordic M
odel

］」）
を
共

有
し
て
い
る
と
い
わ
れ
ま
す
。
し
か
し
北
欧
諸
国
に
お

い
て
も
徐
々
に
高
齢
化
は
進
ん
で
お
り
※
、
現
役
世
代

が
高
齢
世
代
を
支
え
る
伝
統
的
な
賦
課
方
式
の
年
金
財

政
の
圧
迫
や
、
労
働
供
給
の
制
約
に
よ
る
経
済
成
長
の

鈍
化
が
懸
念
さ
れ
て
い
ま
す
。

今
回
は
北
欧
諸
国
の
う
ち
、デ
ン
マ
ー
ク
、ス
ウ
ェ
ー

デ
ン
、
ノ
ル
ウ
ェ
ー
を
取
り
上
げ
、
経
済
・
社
会
体
制

を
持
続
可
能
な
も
の
へ
と
再
構
築
す
る
プ
ロ
セ
ス
に
お

い
て
、
高
齢
者
の
就
業
に
か
か
わ
る
諸
制
度
や
慣
行
が

ど
の
よ
う
に
扱
わ
れ
変
化
し
て
き
て
い
る
か
、
ま
た
、

そ
う
し
た
な
か
で
の
高
齢
者
の
雇
用
・
就
業
を
め
ぐ
る

現
状
と
課
題
に
つ
い
て
見
て
い
き
ま
す
。

年
金
制
度
に
お
け
る
「
自
動
調
整
メ
カ
ニ
ズ
ム
」
の

年
金
制
度
に
お
け
る
「
自
動
調
整
メ
カ
ニ
ズ
ム
」
の

厳
格
な
運
用
と
高
齢
者
就
業
促
進
―
―
デ
ン
マ
ー
ク

厳
格
な
運
用
と
高
齢
者
就
業
促
進
―
―
デ
ン
マ
ー
ク

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
の
多
く
は
、
少
子
高
齢
化
に
と
も

な
う
財
政
負
担
の
増
大
を
抑
制
す
る
た
め
、
人
口
動
態

や
経
済
状
況
の
変
化
に
合
わ
せ
、
給
付
額
や
受
給
開
始

年
齢
を
自
動
的
に
調
整
す
る
仕
組
み
を
年
金
制
度
に
お

い
て
導
入
し
て
お
り
、
な
か
で
も
デ
ン
マ
ー
ク
は
こ
の

「
自
動
調
整
メ
カ
ニ
ズ
ム
」
を
厳
格
に
適
用
し
て
い
る

こ
と
で
知
ら
れ
て
い
ま
す
。
デ
ン
マ
ー
ク
の
自
動
調
整

メ
カ
ニ
ズ
ム
の
基
礎
は
、２
０
０
６（
平
成
18
）年
の「
福

祉
協
定
（Velfæ

rdsforliget

）」
に
よ
っ
て
確
立
さ
れ

ま
し
た
。
こ
の
協
定
は
、公
的
年
金
受
給
開
始
年
齢
を
、

平
均
余
命
の
上
昇
に
合
わ
せ
て
５
年
ご
と
に
見
直
す
こ

と
を
法
制
化
し
た
も
の
で
、
長
期
的
な
年
金
受
給
期
間

を
14
・
５
年
に
固
定
す
る
こ
と
を
目
標
と
し
て
い
ま
す
。

こ
の
協
定
の
施
行
に
よ
り
、
デ
ン
マ
ー
ク
の
公
的
年
金

受
給
開
始
年
齢
は
、
２
０
３
０
年
に
は
68
歳
、
２
０
３

５
年
に
は
69
歳
へ
と
引
き
上
げ
ら
れ
る
こ
と
が
確
定
し

て
い
ま
す
。

公
的
年
金
受
給
開
始
年
齢
の
引
上
げ
に
対
応
す
る
た

め
、
デ
ン
マ
ー
ク
で
は
高
齢
者
の
就
業
に
関
連
し
た
諸

制
度
の
改
革
が
行
わ
れ
ま
し
た
。
従
来
は
雇
用
契
約
や

労
働
協
約
に
お
い
て
70
歳
で
の
強
制
退
職
を
定
め
る
こ

と
が
認
め
ら
れ
て
い
ま
し
た
が
、
２
０
１
６
年
１
月
に

施
行
さ
れ
た
改
正
差
別
禁
止
法
に
よ
り
、
一
部
の
例
外

を
除
い
て
特
定
の
年
齢
に
達
し
た
こ
と
を
理
由
に
自
動

的
に
退
職
と
な
る
条
項
を
設
け
る
こ
と
は
違
法
と
な
り

ま
し
た
。
ま
た
、
長
年
の
重
労
働
に
従
事
し
た
労
働
者

を
保
護
す
る
目
的
で
設
け
ら
れ
て
い
た
も
の
の
、
実
際

は
中
産
階
級
の
早
期
引
退
手
段
と
し
て
広
く
利
用
さ
れ

て
い
た
「
早
期
退
職
制
度
（Efterløn 

60
歳
か
ら
公
的

年
金
開
始
ま
で
の
間
、
失
業
保
険
基
金
を
通
じ
て
給
付
※　�国立社会保障・人口問題研究所の「人口統計資料集 (2025年版 )」によると、1990（平成２）年から2020（令和２）年にかけての65歳以上人口の割合の推

移は、デンマーク15.6％→20.0％、スウェーデン17.8％→20.1％、ノルウェー16.3％→17.7％となっている
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基
本
法
で
す
。
同
法
は
「
雇
用
主
が
特
段
の
理
由
な
く

雇
用
を
終
了
で
き
る
年
齢
（
Ｌ
Ａ
Ｓ
年
齢
）」
を
規
定

し
て
お
り
、
こ
の
Ｌ
Ａ
Ｓ
年
齢
が
事
実
上
の
定
年
と
し

て
機
能
し
て
い
ま
す
。
近
年
、
高
齢
者
の
働
く
権
利
を

強
化
す
る
た
め
、
Ｌ
Ａ
Ｓ
年
齢
の
上
限
引
上
げ
が
断
続

的
に
行
わ
れ
て
お
り
、
２
０
２
０
年
に
は
67
歳
か
ら
68

歳
へ
、
２
０
２
３
年
に
は
68
歳
か
ら
69
歳
へ
と
引
き
上

げ
ら
れ
ま
し
た
。

ま
た
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
で
は
、
平
均
余
命
に
連
動
し
た

「
目
安
年
齢
（Riktålder

）」
と
い
う
概
念
が
導
入
さ
れ

て
い
ま
す
。
目
安
年
齢
は
社
会
保
険
庁
が
毎
年
算
出
し

て
お
り
、
公
的
年
金
の
受
給
開
始
年
齢
や
、
失
業
保
険
・

疾
病
手
当
の
給
付
終
了
年
齢
な
ど
が
、
こ
の
年
齢
や
そ

の
周
辺
年
齢
に
自
動
的
に
リ
ン
ク
し
ま
す
。
こ
れ
に
よ

り
、
社
会
保
障
制
度
全
体
が
整
合
性
を
持
っ
て
「
就
労

延
長
」
へ
と
シ
フ
ト
す
る
設
計
に
な
っ
て
い
ま
す
。
さ

ら
に
、
２
０
０
７
年
に
は
年
金
を
も
ら
い
な
が
ら
働
く

こ
と
の
メ
リ
ッ
ト
を
大
き
く
す
る
目
的
で
、「
勤
労
所

得
税
額
控
除
（Jobbskatteavdrag

）」
が
導
入
さ
れ
、

勤
労
所
得
に
対
す
る
税
率
が
年
金
所
得
に
対
す
る
税
率

よ
り
も
低
く
設
定
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

ノ
ル
ウ
ェ
ー
で
は
、
２
０
１
５
年
に
労
働
環
境
法

（A
rbeidsm

iljøloven

）
が
改
正
さ
れ
、
雇
用
主
が
一

方
的
に
雇
用
契
約
を
終
了
で
き
る
「
一
般
年
齢
制
限

（aldergrense

）」
が
、
70
歳
か
ら
72
歳
へ
と
引
き
上

げ
ら
れ
ま
し
た
。
も
っ
と
も
こ
の
改
正
の
後
も
民
間
企

業
で
は
、
健
康
・
安
全
上
の
理
由
な
ど
を
根
拠
に
就
業

規
則
で
「
70
歳
定
年
」
を
定
め
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
て

い
ま
し
た
。
し
か
し
、
２
０
２
６
年
１
月
１
日
に
一
般

年
齢
制
限
が
官
民
問
わ
ず
に
72
歳
に
統
一
さ
れ
、
企
業

に
お
け
る
70
歳
定
年
は
廃
止
さ
れ
て
い
ま
す
。

高
齢
者
に
関
連
し
た
制
度
に
お
け
る
ノ
ル
ウ
ェ
ー
の

特
徴
と
し
て
、
年
金
を
受
給
し
な
が
ら
ど
れ
だ
け
働
い

て
稼
い
で
も
、
年
金
が
減
額
さ
れ
な
い
点
を
あ
げ
る
こ

と
が
で
き
ま
す
。
ノ
ル
ウ
ェ
ー
で
は
62
歳
か
ら
75
歳
の

間
で
自
由
に
年
金
の
受
給
開
始
時
期
を
選
ぶ
こ
と
が
で

き
、
開
始
が
早
い
ほ
ど
受
給
月
額
は
よ
り
少
な
く
な
り

ま
す
が
、「
62
歳
で
年
金
を
受
給
し
つ
つ
、
フ
ル
タ
イ

ム
勤
務
を
継
続
し
、
給
与
と
年
金
を
得
る
」
と
い
う
選

択
も
可
能
で
す
。
こ
の
仕
組
み
は
高
齢
者
の
労
働
供
給

の
モ
チ
ベ
ー
シ
ョ
ン
を
強
力
に
刺
激
す
る
と
同
時
に
、

早
期
受
給
に
よ
る
受
給
額
低
下
（
長
生
き
リ
ス
ク
）
を

個
人
に
負
わ
せ
る
仕
組
み
と
も
い
え
ま
す
。

【
参
考
】

Halvorsen, B. E. (2021)

“High and rising senior em
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in the N

ordic countries
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M
arold, J. and Larsen, M
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“flexicure

” are 
older D

anes?

”

を
受
け
ら
れ
る
制
度
）」
が
２
０
１
１
年
に
改
革
さ
れ
、

受
給
期
間
が
５
年
か
ら
３
年
に
短
縮
さ
れ
ま
し
た
。

こ
れ
ら
政
策
転
換
の
効
果
も
あ
り
、
デ
ン
マ
ー
ク
の

55
～
64
歳
の
雇
用
率
は
２
０
０
０
年
の
56
％
か
ら
２
０

２
０
（
令
和
２
）
年
に
は
71
％
へ
と
伸
び
ま
し
た
（H

al

vorsen 2021
）。
も
っ
と
も
フ
レ
キ
シ
キ
ュ
リ
テ
ィ
・

モ
デ
ル
に
基
づ
く
デ
ン
マ
ー
ク
の
労
働
市
場
に
お
い
て

は
解
雇
が
比
較
的
容
易
で
、
高
齢
者
も
そ
の
対
象
と
な

り
う
る
の
で
す
が
、
高
齢
者
が
一
度
職
を
失
う
と
、
長

期
失
業
に
陥
る
リ
ス
ク
は
若
年
層
よ
り
も
高
く
、「
シ

ニ
ア
・
プ
レ
カ
リ
ア
ー
ト
（
不
安
定
雇
用
高
齢
者
）」

と
な
る
懸
念
が
指
摘
さ
れ
て
い
ま
す
（M

arold and 

Larsen 2009

）。

「
ワ
ー
ク
・
ラ
イ
ン
」
の
徹
底

「
ワ
ー
ク
・
ラ
イ
ン
」
の
徹
底

―
―
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
・
ノ
ル
ウ
ェ
ー

―
―
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
・
ノ
ル
ウ
ェ
ー

一
方
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
と
ノ
ル
ウ
ェ
ー
は
、「
働
け

る
人
は
皆
、
福
祉
に
頼
る
の
で
は
な
く
、
労
働
を
通
じ

て
社
会
に
貢
献
し
、
自
立
す
る
べ
き
」
と
い
う
、「
ワ
ー

ク
・
ラ
イ
ン
」（
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン

：A
rbetslinjen 

ノ
ル
ウ
ェ
ー

：A
rbeidslinja

）
の
原
則
が
、
社
会
政

策
・
労
働
政
策
に
お
い
て
貫
か
れ
て
い
る
点
で
共
通
し

て
お
り
、
高
齢
者
の
雇
用
・
就
業
に
か
か
わ
る
政
策
に

も
こ
の
原
則
が
反
映
さ
れ
て
い
ま
す
。

ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の
雇
用
保
護
法
（LA

S Lagen om
 

anställningsskydd

）
は
、
解
雇
規
制
に
つ
い
て
の
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第5回

2026.4

シ
ニ
ア
層
の
高
い
就
業
率
・
高
い
貧
困
率

シ
ニ
ア
層
の
高
い
就
業
率
・
高
い
貧
困
率

―
―
韓
国

―
―
韓
国

日
本
の
よ
う
に
法
律
で
定
年
年
齢
を
定
め
る
仕
組
み

（
法
定
定
年
制
）
は
、
東
ア
ジ
ア
・
東
南
ア
ジ
ア
の
国
々

に
多
く
見
ら
れ
ま
す
。
大
韓
民
国
（
以
下
、「
韓
国
」）

で
は
、
従
来
「
雇
用
上
の
年
齢
差
別
禁
止
お
よ
び
高
齢

者
雇
用
促
進
法
」
に
お
い
て
、「
事
業
主
は
、
定
年
を

定
め
る
場
合
、
60
歳
以
上
に
な
る
よ
う
努
力
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
」
と
規
定
さ
れ
て
お
り
、
多
く
の
企
業
は

55
歳
ま
た
は
58
歳
を
定
年
年
齢
と
し
て
い
ま
し
た
。
し

か
し
、
２
０
１
３
（
平
成
25
）
年
４
月
に
右
記
法
律
の

改
正
案
が
国
会
で
可
決
さ
れ
、
60
歳
以
上
の
定
年
が
義

務
づ
け
ら
れ
る
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。こ
の
義
務
化
は
、

２
０
１
６
年
に
従
業
員
３
０
０
人
以
上
の
事
業
所
お
よ

び
公
共
機
関
で
、
２
０
１
７
年
に
は
従
業
員
３
０
０
人

未
満
の
事
業
所
で
も
施
行
さ
れ
ま
し
た
。

改
正
法
は
ま
た
、
定
年
延
長
に
よ
る
企
業
の
負
担
増

に
配
慮
し
、「
定
年
を
延
長
す
る
事
業
主
と
労
働
組
合

は
、
賃
金
体
系
改
編
等
の
必
要
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
」
と
規
定
し
、
立
法
過
程
で
は
、
一
定
年

齢
を
超
え
た
場
合
、
賃
金
を
削
減
す
る
代
わ
り
に
定
年

保
障
、
定
年
延
長
や
雇
用
延
長
を
行
う
と
い
う
「
賃
金

ピ
ー
ク
制
」
の
導
入
を
義
務
づ
け
る
議
論
も
あ
り
ま
し

た
。
し
か
し
法
案
に
は
明
記
さ
れ
ず
、
労
使
の
自
主
決

定
に
委
ね
ら
れ
ま
し
た
。
政
府
は
、
賃
金
ピ
ー
ク
制
を

導
入
し
た
事
業
所
や
、賃
金
ピ
ー
ク
制
の
適
用
を
受
け
、

賃
金
が
削
減
さ
れ
た
労
働
者
に
対
し
て
、
補
填
手
当
を

支
給
し
て
い
ま
す
。

韓
国
の
シ
ニ
ア
就
業
者
数
は
年
々
増
加
を
続
け
、
55

～
64
歳
人
口
の
就
業
率
は
２
０
２
５
（
令
和
７
）
年
に

70
％
を
超
え
ま
し
た
。
２
０
２
４
年
の
65
歳
以
上
人
口

の
就
業
率
は
38
・
２
％
で
、
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
（
経
済
協
力
開

発
機
構
）
に
加
盟
す
る
諸
国
の
な
か
で
も
っ
と
も
高
い

数
字
で
す
。
し
か
し
シ
ニ
ア
就
業
者
数
の
増
加
に
、
60

歳
法
定
定
年
制
の
導
入
は
さ
ほ
ど
影
響
を
与
え
て
い
な

い
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
と
い
う
の
は
、
企
業
は
60
歳
定

年
制
を
実
施
し
て
い
る
も
の
の
、
実
際
に
は
「
名
誉
退

職
」
な
ど
と
い
っ
た
形
で
60
歳
に
到
達
す
る
前
に
勤
務

し
て
い
た
企
業
を
退
職
す
る
労
働
者
が
多
い
た
め
で

す
。
２
０
２
３
年
の
韓
国
に
お
け
る
調
査
で
は
、
55
～

64
歳
の
就
業
経
験
者
が
も
っ
と
も
長
期
間
勤
務
し
た
会

社
を
辞
め
た
と
き
の
平
均
年
齢
は
、
49
・
4
歳
と
い
う

結
果
と
な
っ
て
い
ま
す
（
ジ
ン 

２
０
２
４
）。

韓
国
の
年
金
支
給
開
始
年
齢
は
現
在
63
歳
で
あ
る
た

め
、
60
歳
到
達
前
に
企
業
を
退
職
し
た
人
々
の
多
く
は

生
活
費
を
稼
ぐ
た
め
に
再
就
職
や
自
営
業
者
と
し
て
の

活
動
を
行
い
ま
す
。
し
か
し
、
シ
ニ
ア
労
働
者
の
再
就

職
機
会
と
し
て
多
い
の
は
、
以
前
の
勤
務
先
の
給
与
水

準
を
大
き
く
下
回
る
非
正
規
雇
用
や
清
掃
・
警
備
・
宅

配
な
ど
の
単
純
労
働
で
す
。
ま
た
50
歳
以
上
で
自
営
業

に
転
換
し
た
人
々
の
48
・
８
％
は
、
月
平
均
所
得
が
最

65
歳
以
上
人
口
の
割
合
）
は
、
タ
イ
が
約
15
％
、
シ
ン

ガ
ポ
ー
ル
が
約
14
％
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
、
ベ
ト
ナ
ム
、
マ

レ
ー
シ
ア
は
５
～
９
％
台
と
、
東
ア
ジ
ア
諸
国
に
比
べ

る
と
高
齢
化
は
進
行
し
て
い
ま
せ
ん
（
世
界
銀
行 

２

０
２
４
）。
た
だ
、
タ
イ
や
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
は
す
で
に

高
齢
社
会
（
高
齢
化
率
14
％
以
上
）
に
突
入
し
つ
つ
あ

り
、
出
生
率
も
急
速
に
低
下
し
つ
つ
あ
る
こ
と
か
ら
、

こ
れ
か
ら
東
ア
ジ
ア
諸
国
と
同
程
度
か
そ
れ
以
上
の
ス

ピ
ー
ド
で
高
齢
化
が
進
む
こ
と
が
予
想
さ
れ
て
い
ま

す
。
東
南
ア
ジ
ア
諸
国
の
政
府
は
来
た
る
超
高
齢
社
会

（
高
齢
化
率
21
％
以
上
）
に
向
け
た
制
度
的
基
盤
を
整

え
つ
つ
あ
る
段
階
と
い
え
ま
す
が
、
今
後
は
①
高
齢
者

が
生
計
に
必
要
な
収
入
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
年
金
制

度
や
労
働
市
場
の
整
備
、
②
リ
ス
キ
リ
ン
グ
な
ど
労
働

市
場
全
体
と
し
て
の
生
産
性
向
上
へ
の
取
組
み
、
③
よ

り
若
い
年
齢
層
の
雇
用
・
就
業
機
会
と
の
バ
ラ
ン
ス
の

確
保
が
、
ど
の
国
に
お
い
て
も
重
要
な
課
題
に
な
る
と

見
ら
れ
て
い
ま
す
。



諸 外 国 の

エルダー

後
に
再
雇
用
契
約
を
申
し
出
る
義
務
を
企
業
に
課
し
て

お
り
、
そ
の
期
間
は
５
年
で
す
。

マ
レ
ー
シ
ア
で
は「
２
０
１
２
年
最
低
退
職
年
齢
法
」

に
よ
り
、
民
間
企
業
に
お
け
る
法
定
最
低
定
年
年
齢
は

60
歳
と
定
め
ら
れ
て
お
り
、
年
齢
を
理
由
と
し
た
60
歳

未
満
の
解
雇
は
原
則
禁
じ
ら
れ
て
い
ま
す
。

ベ
ト
ナ
ム
で
は
２
０
２
１
年
施
行
の
改
正
労
働
法
に

基
づ
き
法
定
定
年
年
齢
の
段
階
的
な
引
上
げ
が
行
わ
れ

て
お
り
、
現
在
は
男
性
が
61
歳
6
カ
月
、
女
性
が
57
歳

で
す
。
最
終
的
に
、
男
性
が
２
０
２
８
年
に
62
歳
、
女

性
が
２
０
３
５
年
に
60
歳
と
な
り
ま
す
。

フ
ィ
リ
ピ
ン
で
は
、
労
働
法
３
０
２
条
と
共
和
国
法

第
７
６
４
１
号
に
よ
り
、「
強
制
定
年
年
齢
」
が
65
歳

に
定
め
ら
れ
て
お
り
、
企
業
は
こ
の
年
齢
に
達
し
た
従

業
員
に
対
し
、
定
年
退
職
を
義
務
付
け
る
こ
と
が
で
き

ま
す
。

法
定
定
年
年
齢
の
な
い
タ
イ
で
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸

国
と
同
様
に
、
公
的
年
金
の
受
給
開
始
年
齢
が
企
業
に

お
け
る
定
年
設
定
の
目
安
と
な
っ
て
お
り
、
現
在
は
55

歳
を
定
年
と
す
る
企
業
が
多
く
を
占
め
ま
す
。
同
じ
く

法
定
定
年
年
齢
の
な
い
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
で
も
、
年
金
受

給
開
始
年
齢
が
実
質
的
な
定
年
の
基
準
と
し
て
扱
わ
れ

て
い
ま
す
。
こ
の
年
齢
は
２
０
２
２
年
に
58
歳
に
決
め

ら
れ
、
以
降
３
年
ご
と
に
１
歳
ず
つ
引
き
上
げ
ら
れ
て

お
り
、
２
０
４
３
年
に
65
歳
に
な
る
予
定
で
す
。

東
南
ア
ジ
ア
諸
国
の
高
齢
化
率
（
総
人
口
に
占
め
る

65
歳
以
上
人
口
の
割
合
）
は
、
タ
イ
が
約
15
％
、
シ
ン

ガ
ポ
ー
ル
が
約
14
％
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
、
ベ
ト
ナ
ム
、
マ

レ
ー
シ
ア
は
５
～
９
％
台
と
、
東
ア
ジ
ア
諸
国
に
比
べ

る
と
高
齢
化
は
進
行
し
て
い
ま
せ
ん
（
世
界
銀
行 

２

０
２
４
）。
た
だ
、
タ
イ
や
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
は
す
で
に

高
齢
社
会
（
高
齢
化
率
14
％
以
上
）
に
突
入
し
つ
つ
あ

り
、
出
生
率
も
急
速
に
低
下
し
つ
つ
あ
る
こ
と
か
ら
、

こ
れ
か
ら
東
ア
ジ
ア
諸
国
と
同
程
度
か
そ
れ
以
上
の
ス

ピ
ー
ド
で
高
齢
化
が
進
む
こ
と
が
予
想
さ
れ
て
い
ま

す
。
東
南
ア
ジ
ア
諸
国
の
政
府
は
来
た
る
超
高
齢
社
会

（
高
齢
化
率
21
％
以
上
）
に
向
け
た
制
度
的
基
盤
を
整

え
つ
つ
あ
る
段
階
と
い
え
ま
す
が
、
今
後
は
①
高
齢
者

が
生
計
に
必
要
な
収
入
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
年
金
制

度
や
労
働
市
場
の
整
備
、
②
リ
ス
キ
リ
ン
グ
な
ど
労
働

市
場
全
体
と
し
て
の
生
産
性
向
上
へ
の
取
組
み
、
③
よ

り
若
い
年
齢
層
の
雇
用
・
就
業
機
会
と
の
バ
ラ
ン
ス
の

確
保
が
、
ど
の
国
に
お
い
て
も
重
要
な
課
題
に
な
る
と

見
ら
れ
て
い
ま
す
。

低
賃
金
水
準
に
達
し
て
い
ま
せ
ん
（
ハ
ン
ギ
ョ
レ
新
聞 

２
０
２
５
）。
こ
う
し
た
就
業
状
況
か
ら
生
じ
て
い
る

の
は
シ
ニ
ア
層
の
高
い
貧
困
率
（
国
民
の
所
得
中
央
値

の
半
分
に
満
た
な
い
人
々
の
割
合
）
で
、
66
歳
以
上
の

貧
困
率
は
40
・
４
％
と
ア
メ
リ
カ
（
22
・
８
％
）
や
日

本
（
20
・
０
％
）
の
約
２
倍
に
達
し
て
い
ま
す
（
Ｏ
Ｅ

Ｃ
Ｄ 

２
０
２
３
）。

高
い
貧
困
率
や
雇
用
と
年
金
の
非
接
続
へ
の
対
応
と

し
て
、
労
働
組
合
は
法
定
定
年
の
65
歳
へ
の
延
長
を
求

め
て
い
ま
す
。
し
か
し
経
営
者
側
は
定
年
延
長
が
実
現

し
た
際
の
人
件
費
増
加
を
懸
念
し
て
お
り
、
再
雇
用
制

度
の
活
用
や
賃
金
ピ
ー
ク
制
の
拡
大
を
強
く
主
張
し
て

い
ま
す
。

高
齢
化
に
向
け
た
制
度
基
盤
整
備
進
む

高
齢
化
に
向
け
た
制
度
基
盤
整
備
進
む

―
―
東
南
ア
ジ
ア
諸
国

―
―
東
南
ア
ジ
ア
諸
国

一
方
、
東
南
ア
ジ
ア
諸
国
で
法
定
定
年
制
を
実
施
し

て
い
る
の
は
、
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
、
マ
レ
ー
シ
ア
、
ベ
ト

ナ
ム
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
な
ど
で
す
。
タ
イ
や
イ
ン
ド
ネ
シ

ア
で
は
、
法
定
定
年
年
齢
は
設
け
ら
れ
て
い
ま
せ
ん
。

シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
で
は
「
退
職
・
再
雇
用
法
」
が
、
55

歳
に
な
る
前
に
雇
用
さ
れ
た
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
市
民
、
永

住
権
保
持
者
に
適
用
さ
れ
ま
す
。
現
在
は
63
歳
が
法
定

定
年
年
齢
で
、
２
０
３
０
年
ま
で
に
65
歳
ま
で
引
き
上

げ
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
て
い
ま
す
。
ま
た
退
職
・
再
雇

用
法
は
、
健
康
で
意
欲
の
あ
る
労
働
者
に
対
し
て
定
年

【
参
考
文
献
】

O
ECD

(2023)"Pensions at a G
lance 2023"

ジ
ン
・
ソ
ン
ジ
ン
（
２
０
２
４
） 「
高
齢
者
労
働
市
場
の
現
状
と
教
育
訓
練
」、

北
東
ア
ジ
ア
労
働
フ
ォ
ー
ラ
ム
報
告

世
界
銀
行
（
２
０
２
４
） 'Population ages 65 and above - Country 

rankings'
https://w

w
w

.theglobaleconom
y.com

/rankings/elderly_
population/South-East-Asia/

ハ
ン
ギ
ョ
レ
新
聞
（
２
０
２
５
） 「『
退
職
を
余
儀
な
く
さ
れ
自
営
業
へ
』
50

歳
以
上
の
半
数
、
最
低
賃
金
も
稼
げ
ず
」、
２
０
２
５
年
３
月
24
日
紙
面
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人
口
構
造
の
巨
大
な
転
換
と

人
口
構
造
の
巨
大
な
転
換
と

「
未
富
先
老
」
が
も
た
ら
す
問
題

「
未
富
先
老
」
が
も
た
ら
す
問
題

中
華
人
民
共
和
国
（
以
下
、「
中
国
」）
は
現
在
、
人

類
の
歴
史
に
お
い
て
類
を
見
な
い
規
模
と
速
度
で
進
行

す
る
、
人
口
構
造
の
巨
大
な
転
換
期
に
直
面
し
て
い
ま

す
。
長
年
に
わ
た
っ
て
厳
格
に
実
施
さ
れ
て
き
た
「
一

人
っ
子
政
策
」
の
影
響
、
急
速
な
経
済
成
長
と
都
市
化

に
と
も
な
う
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
お
よ
び
価
値
観
の
劇
的

な
変
化
、
そ
し
て
医
療
技
術
の
進
歩
や
公
衆
衛
生
の
改

善
に
よ
る
平
均
寿
命
の
大
幅
な
延
伸
と
い
う
複
数
の
要

因
が
複
雑
に
か
ら
み
あ
い
、
世
界
最
大
の
高
齢
人
口
を

抱
え
る
「
超
高
齢
社
会
」
へ
と
急
速
に
移
行
し
つ
つ
あ

り
ま
す
。

中
国
の
65
歳
以
上
人
口
は
、
２
０
１
０
（
平
成
22
）

年
の
第
6
次
国
勢
調
査
で
約
１
億
１
８
８
３
万
人
と
、

総
人
口
の
８
・
87
％
に
達
し
、
国
際
連
合
が
定
義
す
る

「
高
齢
化
社
会
」
に
突
入
し
ま
し
た
。
そ
の
後
も
高
齢

化
は
劇
的
に
加
速
し
、
２
０
２
４
（
令
和
６
）
年
末
時

点
の
国
家
統
計
局
の
発
表
に
よ
れ
ば
、
65
歳
以
上
人
口

は
つ
い
に
２
億
人
を
超
え
（
２
億
２
０
２
３
万
人
）、

総
人
口
に
占
め
る
割
合
も
15
・
６
％
に
ま
で
上
昇
し
、

「
高
齢
社
会
」
に
移
行
し
て
い
ま
す
。
ほ
か
の
先
進
国

が
数
十
年
か
ら
百
年
以
上
の
時
間
を
か
け
て
経
験
し
た

人
口
動
態
の
変
化
を
、
中
国
は
わ
ず
か
数
十
年
で
圧
縮

し
て
経
験
し
て
お
り
、
一
人
あ
た
り
の
Ｇ
Ｄ
Ｐ
が
十
分

に
高
ま
る
前
に
高
齢
化
社
会
を
迎
え
る「
未み

富ふ

先せ
ん

老ろ
う（

豊

か
に
な
る
前
に
老
い
る
）」
に
と
も
な
う
問
題
が
生
じ

て
い
ま
す
。

「
未
富
先
老
」
に
と
も
な
う
深
刻
な
問
題
の
一
つ
は

年
金
制
度
の
運
営
で
す
。
中
国
の
年
金
制
度
は
２
０
０

０
年
に
設
立
さ
れ
た
「
全
国
社
会
保
障
基
金
」
な
ど
に

よ
っ
て
支
え
ら
れ
て
い
ま
す
が
、
制
度
の
大
部
分
は
現

役
世
代
か
ら
の
保
険
料
収
入
で
現
在
の
高
齢
者
の
年
金

を
賄
う
賦
課
方
式
に
近
い
形
態
を
と
っ
て
い
ま
す
。
そ

の
た
め
、
高
齢
化
が
急
激
に
進
行
す
る
と
収
入
と
支
出

の
バ
ラ
ン
ス
が
崩
れ
、
年
金
財
政
が
危
機
的
な
状
況
に

陥
る
こ
と
が
懸
念
さ
れ
て
い
ま
す
。
中
国
社
会
科
学
院

が
２
０
１
９
年
に
発
表
し
た
報
告
書
※１
は
、
現
在
の
人

口
動
態
と
制
度
設
計
の
ま
ま
推
移
し
た
場
合
、
都
市
部

労
働
者
向
け
の
基
本
年
金
基
金
が
２
０
３
５
年
ま
で
に

完
全
に
枯
渇
す
る
可
能
性
が
あ
る
と
指
摘
し
て
い
ま

す
。年

金
制
度
に
つ
い
て
は
、
都
市
部
と
地
方
農
村
部
と

で
制
度
が
分
断
さ
れ
、
給
付
水
準
が
極
端
に
異
な
る
こ

と
も
問
題
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
中
国
の
年

金
制
度
は
お
も
に
、
都
市
部
の
正
規
雇
用
労
働
者
や
公

務
員
を
対
象
と
し
た
「
都
市
従
業
員
基
本
養
老
保
険
」

と
、
農
村
部
の
農
民
や
都
市
部
の
非
正
規
労
働
者
・
無

職
者
を
対
象
と
し
た
「
都
市
・
農
村
住
民
基
本
養
老
保

険
」
に
二
分
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
２
０
２
３
年
の
デ
ー

タ
に
よ
る
と
、
都
市
部
の
給
与
所
得
者
が
受
け
取
る
平



諸 外 国 の

エルダー

上
げ
ら
れ
、
最
終
的
（
２
０
３
９
年
）
に
は
最
低
20
年

間
の
納
付
が
必
要
と
な
り
ま
す
。

国
連
ア
ジ
ア
太
平
洋
経
済
社
会
委
員
会
の
分
析
※３
に

よ
る
と
、
引
上
げ
前
の
法
定
退
職
年
齢
よ
り
高
齢
の
人

口
に
お
け
る
労
働
力
率
は
お
お
む
ね
28
～
36
％
で
推
移

し
て
い
ま
し
た
（
１
９
８
０
～
２
０
２
０
年
）。
こ
の

労
働
力
率
は
地
域
に
よ
る
違
い
が
顕
著
で
都
市
部
で
は

２
０
２
０
年
時
点
で
20
％
程
度
で
あ
る
の
に
対
し
、
農

村
部
で
は
50
％
前
後
に
達
し
て
い
ま
す
。
こ
う
し
た
相

違
は
前
述
し
た
年
金
給
付
水
準
の
地
域
間
格
差
に
よ
る

も
の
で
、
都
市
部
の
高
齢
者
が
年
金
制
度
の
恩
恵
を
受

け
て
早
期
に
リ
タ
イ
ア
可
能
で
あ
る
の
に
対
し
、
農
村

部
の
高
齢
者
は
多
く
が
生
計
の
た
め
に
、
農
業
や
建
設

現
場
、
清
掃
な
ど
の
労
働
に
従
事
し
続
け
て
い
る
状
況

を
反
映
し
て
い
ま
す
。

年
金
や
退
職
金
を
受
け
取
っ
て
い
る
高
齢
者
が
法
定

退
職
年
齢
を
超
え
て
雇
用
さ
れ
る
場
合
、
雇
用
主
と
の

関
係
は
労
働
法
で
厚
く
保
護
さ
れ
る
「
労
働
関
係
」
で

は
な
く
、
民
法
に
基
づ
く
当
事
者
間
の
対
等
な
業
務
委

託
契
約
に
類
す
る
「
労
務
関
係
」
へ
と
転
換
さ
れ
ま
す
。

こ
の
転
換
に
よ
り
高
齢
就
業
者
は
、
不
当
解
雇
時
の
退

職
金
の
免
除
や
最
低
賃
金
・
労
働
時
間
制
限
・
残
業
代

の
不
適
用
と
い
っ
た
不
利
益
を
被
る
可
能
性
が
あ
り
ま

す
。
法
定
退
職
年
齢
の
引
上
げ
が
順
調
に
進
め
ば
、
こ

う
し
た
不
利
益
を
被
る
高
齢
者
は
減
っ
て
い
く
か
も
し

れ
ま
せ
ん
が
、
そ
れ
で
も
農
村
部
を
中
心
に
多
数
存
在

す
る
、
低
労
働
条
件
の
高
齢
就
業
者
へ
の
対
応
は
大
き

な
課
題
で
あ
り
続
け
る
と
予
想
さ
れ
ま
す
。

さ
ら
に
法
定
退
職
年
齢
の
引
上
げ
に
よ
っ
て
、
こ
れ

ま
で
よ
り
も
長
期
間
労
働
市
場
に
留
ま
る
こ
と
に
な
る

高
齢
就
業
者
の
生
産
性
を
維
持
・
向
上
さ
せ
る
た
め
の

再
教
育
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
構
築
や
、
年
齢
に
基
づ
く
雇
用

差
別
の
厳
格
な
是
正
へ
の
取
組
み
が
課
題
と
な
っ
て
き

ま
す
。
ま
た
、
現
在
失
業
率
が
高
止
ま
り
し
て
い
る
若

年
層
※４
の
雇
用
機
会
と
の
ト
レ
ー
ド
オ
フ
の
回
避
や
、

シ
ニ
ア
社
員
が
管
理
職
・
専
門
職
ポ
ス
ト
を
よ
り
長
く

占
め
る
こ
と
に
よ
る
若
年
・
中
堅
層
の
労
働
意
欲
低
下

へ
の
対
応
も
求
め
ら
れ
る
で
し
ょ
う
。

均
受
給
月
額
が
３
７
４
３
元
（
約
７
万
４
０
０
０
円
相

当
）
で
あ
る
の
に
対
し
、
農
村
部
な
ど
の
住
民
向
け
基

礎
年
金
制
度
の
参
加
者
が
受
け
取
る
平
均
受
給
月
額
は

わ
ず
か
２
２
３
元
（
約
４
４
０
０
円
相
当
）
に
留
ま
っ

て
い
ま
す
※２
。

法
定
退
職
年
齢
の
引
上
げ
と

法
定
退
職
年
齢
の
引
上
げ
と

高
齢
者
就
業
に
か
か
わ
る
課
題

高
齢
者
就
業
に
か
か
わ
る
課
題

以
上
の
年
金
財
政
に
お
け
る
危
機
的
状
況
や
労
働
力

不
足
へ
の
対
応
と
し
て
、
全
国
人
民
代
表
大
会
常
務
委

員
会
は
２
０
２
４
年
９
月
に
法
定
退
職
年
齢
の
段
階
的

な
引
上
げ
を
含
む
年
金
制
度
の
抜
本
的
改
革
を
正
式
に

承
認
し
ま
し
た
。
中
国
の
法
定
退
職
年
齢
は
１
９
７
８

年
（
昭
和
53
）
年
に
定
め
ら
れ
て
以
来
改
定
さ
れ
て
お

ら
ず
、
主
要
経
済
国
の
な
か
で
も
っ
と
も
低
い
水
準
に

す
え
置
か
れ
て
い
ま
し
た
（
男
性
60
歳
、
女
性
幹
部
55

歳
、
女
性
非
幹
部
50
歳
）
が
、
２
０
２
５
年
１
月
か
ら

15
年
か
け
て
段
階
的
に
、
男
性
労
働
者
63
歳
、
女
性
ホ

ワ
イ
ト
カ
ラ
ー
・
幹
部
労
働
者
58
歳
、
女
性
ブ
ル
ー
カ

ラ
ー
・
非
幹
部
労
働
者
55
歳
へ
と
、
そ
れ
ぞ
れ
引
き
上

げ
ら
れ
る
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。

ま
た
、
法
定
退
職
年
齢
引
上
げ
と
並
行
し
て
、
基
礎

年
金
を
受
け
取
る
た
め
の
最
低
納
付
（
加
入
）
期
間
の

要
件
も
厳
格
化
さ
れ
ま
し
た
。
現
行
制
度
で
は
15
年
間

の
納
付
で
受
給
資
格
が
得
ら
れ
ま
し
た
が
、
２
０
３
０

年
１
月
か
ら
毎
年
６
カ
月
ず
つ
段
階
的
に
期
間
が
引
き

【
参
考
文
献
】
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山
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世
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”
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�

国
家
統
計
局
の
集
計
に
よ
る
と
、２
０
２
６
年
2
月
の
16
～
24
歳
層（
学

生
を
除
く
）
の
失
業
率
は
16
・
1
％
で
あ
る
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